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一読

~巳

明

治

初

年

の
圏
内
市
場

堀

江

蕪

保

嘗
て
「
日
本
費
本
主
義
成
立
過
程
白
一
考
察
」
と
週
し
、
資
本
主
義

経
済
成
立
の
諸
燦
件
に
着
目
し
て
日
本
養
本
主
義
の
成
立
過
程
を
略

説
し
た
。
そ
白
畑
町
資
本
家
崎
生
産
の
前
民
保
何
と
な
る
べ
き
市
場
に

就
て
は
時

r説
明
す

Z
'と
こ
ろ
が
無
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
補
論
と
し

て
、
市
場
特
に
圏
内
市
場
の
形
成
過
程
を
述
べ
よ
う
。

維
新
後
多
く
の
官
管
工
揚
が
起
さ
れ
、
民
間
に
も
若
干
の
新

工
業
が
起
っ
た
が
、
共
等
の
製
品
を
需
要
す
ぺ
き
市
揚
の
欣
態

を
見
る
に
、
営
時
市
揚
と
し
て
重
要
た
る
は
政
府
自
身
及
び
外

園
で
あ
っ
た
。
官
管
工
揚
の
製
品
が
、
綿
村
腕
・
生
線
等
を
除
き

多
く
政
府
に
よ
っ
て
需
要
せ
ら
れ
、
特
に
そ
れ
が
軍
需
品
で
あ

る
揚
合
に
は
、
販
路
が
頗
る
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
い
ふ

迄
も
な
い
が
、
民
聞
に
起
っ
た
新
工
業
に
就
て
見
る
も
、
例
へ

明
治
初
年
の
園
内
市
場

ば
製
紙
業
は
明
治
十
年
頃
ま
で
は
地
券
紙
・
葉
書
用
紙
等
の
抄

遣
に
そ
の
存
立
を
維
持
せ
し
有
様
で
あ
り
、
硫
酸
製
造
業
は
造

幣
局
・
印
刷
局
等
に
需
要
せ
ら
る
L

外
は
、
製
品
の
大
部
分
を
支

郊
に
輸
出
し
て
居
り
・
燐
寸
工
業
の
如
き
も
寧
ろ
支
那
市
揚
に

よ
っ
て
そ
の
褒
展
の
恭
礎
を
奥
へ
ら
れ
し
有
様
で
あ
っ
た
。
幕

末
に
於
て
既
に
マ
ニ
今
ア
ク
チ
ユ
ア
の
形
態
が
現
は
れ
、
維

新
後
工
場
制
エ
業
に
進
め
る
製
総
業
が
、
か
t
A

る
護
展
の
基
礎

を
英
図
・
悌
蘭
四
・
米
園
等
の
外
圏
市
場
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ

た
も
の
と
あ
る
と
と
は
咽
い
ふ
迄
も
な
い
。
斯
く
の
知
〈
明
治
初

年
に
於
け
る
資
本
家
的
商
品
の
関
内
市
揚
は
頗
る
狭
障
で
る
っ

た
が
、
併
し
共
聞
に
於
て
、
徳
川
時
代
に
於
け
る
と
は
異

ο
た

意
味
で
市
揚
の
披
大
が
促
が
さ
れ
つ
t
A

あ
っ
た
。

ーー

明
治
初
年
に
於
て
圏
内
市
場
の
稜
遣
を
促
し
た
一
般
的
友
事

情
と
し
て
は
、
人
口
の
増
加
、
交
通
機
闘
の
護
達
、
貨
幣
制
度

の
確
立
、
交
通
機
闘
の
後
述
、
生
活
様
式
の
務
化
な
ど
を
皐
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
例
へ
ぽ
明
治
五
年
に
三
千
三
百
高
な
り
し

我
凶
人
口
は
二
十
年
に
は
三
千
九
百
高
人
と
な
っ
た
。
郎
ち
十

第
四
十
六
巻

第
凶
競

六

五

本誌、音声。巻I競。



明
治
初
年
の
圏
内
市
場

五
年
間
に
約
一
割
八
分
の
増
加
で
あ
っ
て
、

か
L

る
増
加
率
は

前
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
交
通
機
闘
の

警
建
が
圏
内
市
揚
の
開
張
に
重
要
な
る
地
位
を
占
め
た
こ
と

は
、
左
の
簡
単
友
数
字
に
よ
っ
て
も
そ
の
大
躍
を
窺
ふ
と
と
が

出
来
る
。

明
f古年

一O一五
二

O

(
備
考
)

s 明
:里 治年
吋シニ二ー-

O 五 O 五

t蛾

:注

五

延
玉三自問長
ム日盟1
九tJl~蚊

百
方
里
に
付
線
路
乗
客
運
賃
貸
物
運
賃

咽

鰍

平

日

守

阿

口

・

口

大

一

六

九

六

六

回

・

六

六

占

七

九

一

一

一

九

一
吉
一
・
六
二
一
、
三
六
五
-
一
九
五

さ
一
回
・
吾
一
一
7
園
田
一
、
七
九
回
七
一
一
七

官
設
・
私
設
を
合
ナ
。
但
し
明
治
十
五
年
以
前
は
私
設
鍛

遣
な
し
。

ロ・一一一
口・五五

内

地

自由

時世

汽
聖
位
敷

九六

帆
船
隻
数

量三五

三三ノ、.司、、ー
プて 三三

史三唖霊

同

噸

数噛

一一=一、=一六回

四
九
、
一
己
主
七
五

回
八
六
七
ニ
、
一
=
一
三
七
九
人
穴
{
]
、
九
4
Z

帆
舶
は
西
洋
型
帆
舶
の
み
の
数
字
で
あ
、
b
ぅ。

ノ、
早

呈
国
間

交
通
機
闘
の
設
建
に
関
聯
し
て
、
廃
藩
置
酎
脚
と
共
に
諸
藩
の

第
四
+
六
巻

六一一一四

第
四
披

一=一六

領
境
に
設
け
ら
れ
し
税
閥
的
施
設
が
撤
去
せ
ら
れ
し
こ
と
は
、

財
貨
の
流
通
に
閲
す
る
封
建
的
制
限
を
除
去
せ
し
所
以
で
あ
っ

た
。
貨
幣
制
度
が
吋
開
立
し
て
、
奮
来
の
種
類
・
様
式
・
債
値
土
ハ

に
匝
K

た
る
貨
幣
・
紙
幣
及
藩
札
が
賓
一
友
る
通
貨
を
以
て
置

換
へ
ら
れ
た
と
と
は
、
や
は
り
右
と
同
様
の
意
義
を
持
つ
。
之

に
嗣
聯
し
て
、
新
貨
幣
制
度
に
基
金
主
舗
の
政
府
紙
幣
及
悶
立

銀
行
紙
幣
が
市
場
に
放
出
せ
ら
れ
た
こ

2
は
、
そ
れ
等
が
た
と

ひ
不
換
紙
幣
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
園
氏
に
購
買
力
を
持
た
し

む
る
上
に
興
っ
て
力
あ
り
し
乙
と
は
疑
は
れ
友
い
。
生
活
様
式

の
費
化
に
就
て
は
、
官
員
及
都
市
住
民
の
衣
食
住
に
洋
式
が
・
次

第
に
多
く
取
入
れ
ら
札
た
こ
と
は
い
は
や
も
が
な
、
農
民
も
亦

多
少
と
も
に
そ
の
風
に
倣
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
之
を
マ
イ
Z

ツ

ト
の
言
に
諮
れ
ば
左
の
如
く
で
る
る
。

『
願
・
山
に
農
民
の
性
格
も
殆
E
一
襲
せ
し
な
ら
ん
。
時
世
は
貨
に

一
痩
せ
り
。
今
中
日
本
は
寓
園
と
交
際
を
開
け
り
。
英
新
に
輿
p
た

る
者
多
〈
、
殆
E
厳
れ
た
る
者
亦
砂
か
ら
ず
。
洋
燈
は
行
般
に
代
目
、

摺
附
木
は
附
木
に
代
れ
り
。
廉
債
な
る
米
国
製
の
時
計
を
腰
聞
に
携

ふ
る
者
多
〈
、
市
府
に
来
る
に
袋
の
代
目
に
赤
毛
布
を
以
で
身
を
纏

ふ
者
多
し
。
農
民
の
牧
盆
今
日
よ
り
多
か
p
し
年
は
、
紙
製
白
一
刷
傘

は
廉
債
な
る
洋
傘
に
医
せ
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ネ
ル
及
模
様
附
金
巾
は
地

朝日新聞社「日本鯉済統計総親」による。2) 



方
に
於
で
多
〈
の
顧
客
を
有
せ
り
。
農
民
は
自
ら
作
る
も
平
生
容
易

に
食
す
る
能
は
ざ
る
米
を
偶
E
食
し
て
美
味
と
銭
し
、
目
柳
か
多
量

に
摘
を
呑
む
な
り
。
夫
れ
比
の
如
〈
農
民
の
収
益
多
か

p
し
年
は
、

農
民
の
生
活
の
程
度
亦
随
ひ
て
上
回
し
と
雄

b

お
身
止
。
と
れ
は
明
治
十
三
・
四
年
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

期
の
描
穏
で
あ
り
、
且
つ
主
と
し
て
都
市
在
傍
の
農
民
生
活
に

閥
ず
る
綾
惑
で
あ
ら
う
が
、
生
活
様
式
の
時
変
化
が
農
村
に
ま
で

及
ん
だ
献
離
の
一
端
社
説
ふ
と
と
が
出
来
品
。

併
し
乍
ら
圏
内
市
場
の
形
成
と
い
ふ
事
柄
に
就
て
、
特
に
重

要
視
し
友
け
れ
ば
左
ら
ぬ
問
題
は
、
会
人
口
の
約
八
割
を
擁
し
‘

営
時
の
主
要
生
産
物
で
る
る
米
殺
を
生
産
す
る
の
み
友
ら
や
、

大
量
的
に
需
要
せ
ら
る
L
日
常
生
活
用
品
を
も
生
産
せ
る
農
村

が
、
如
何
に
し
て
資
本
家
的
商
品
の
市
揚
と
化
し
て
行
っ
た
か

と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

と
の
問
題
に
答
へ
る
た
め
に
は
先
づ
農
産
物
の
商
品
化
を
皐

げ
-
泣
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
要
農
産
物
は
い
ふ
起
も
友
〈
米
で

あ
っ
て
、
徳
川
時
代
に
於
て
も
米
は
最
大
の
商
品
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
主
と
し
て
幕
府
友
諸
侯
を
題
ヒ
て
商
品
化
せ
ら
れ
て
ゐ

明
治
初
年
の
圏
内
市
場

た
。
従
っ
て
そ
の
商
品
化
は
必
や
し
も
虞
汎
な
る
市
場
の
形
成

を
意
味
し
友
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
維
新
後
に
於
て
は
事
情
は

一
時
挺
し
た
。
そ
の
之
を
一
愛
せ
し
め
た
根
本
的
友
も
の
は
地
租

改
疋
で
あ
る
。
卸
ち
政
府
は
主
と
し
て
財
政
牧
入
の
安
定
を
闘

る
と
い
ふ
見
地
か
ら
、
牧
穫
税
た
る
悶
租
を
牧
益
税
た
る
地
租

に
改
め
る
と
同
時
に
、
米
納
を
廃
し
て
金
納
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
此
事
ば
農
民
そ
し
で
従
来
現
物
の
ま
l
h

上
納
し
て
ゐ
た
も

の
を
自
己
の
手
で
貨
幣
に
代
へ
し
む
る
に
至
っ
た
鮪
忙
於
て
、

米
の
陶
品
化
と
同
時
に
市
揚
の
醐
別
式
.
を
似
し
た
。

加
ふ
る
に
政
府
は
米
の
輸
出
を
解
鈴
し
た
。
即
ち
安
政
の
開

港
以
来
、
米
債
騰
貴
を
抑
制
す
る
立
前
か
ら
そ
の
輸
出
は
禁
ぜ

ら
れ
て
ゐ
た
が
、
新
政
府
は
、

一
一
聞
に
は
輸
出
貿
易
を
盛
ん
に

し
て
合
銀
の
流
出
を
防
ぎ
、
他
国
に
は
米
債
を
騰
貴
せ
し
め
て

農
民
の
牧
径
を
増
加
せ
し
め
、
延
い
て
矧
租
の
牧
納
を
園
滑
た

ら
し
む
る
目
的
を
以
て
、
明
治
六
年
地
相
改
正
丘
宥
手
す
ろ
と

同
時
に
米
の
輸
出
を
解
繁
し
、
而
も
そ
の
轍
出
税
を
発
除
し
た

の
で
あ
る
。
明
治
七
年
に
入
り
て
佐
賀
の
飢
・
征
憂
の
役
等
の

た
め
に
米
債
頻
り
忙
騰
貴
し
た
a
A

め
、
五
月
に
は
再
び
輪
出
禁

第
四
十
六
巻

六
三
五

第
四
銃

一=一七

マイ zツト「日本農民ノ疲弊及其救治錆 J53J'r。3) 



明
治
初
年
目
園
内
市
場

止
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
が
、
翌
年
三
月
再
び
解
禁
し
て
爾
後

そ
の
ま
弘
之
を
継
復
し
た
。
一
笛
幕
時
代
に
於
け
る
米
債
政
策
が

大
抵
そ
の
引
下
策
を
以
て
終
始
せ
し
に
反
し
、
維
新
後
は
率
ら

引
上
策
に
重
鮪
を
置
い
た
や
う
に
見
え
る
が
、
斯
く
の
如
き
は

米
の
増
産
並
に
農
民
の
牧
山
仙
の
増
加
配
侃
し
‘

以
て
首
時
の
主

要
経
常
財
源
た
る
地
租
を
負
推
す
る
農
民
を
保
護
す
る
と
と
が

眼
目
で
あ
っ
穴
。
か
く
て
生
康
者
自
身
に
よ
る
米
の
商
品
化
は
、

そ
の
増
産
並
に
債
格
騰
賞
、
ど
相
侠
っ
て
、
農
家
経
済
を
念
速
に

商
品
経
桝
に
捲
込
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。

農
産
物
の
輸
出
と
い
ふ
こ
と
に
闘
聯
し
て
、
更
に
生
総
と
茶

と
に
言
及
し
友
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。

こ
の
雨
者
は
維
新
後
更
に
輪

出
の
増
大
を
見
、
之
に
よ
っ
て
直
接
間
接
に
農
家
の
貨
幣
牧
入

は
増
加
し
、
従
っ
て
農
村
に
於
け
る
商
品
市
揚
が
横
大
し
た
が
、

此
等
の
事
情
は
既
に
幕
末
以
来
存
せ
し
と
と
ろ
で
あ
る
か
ら
、

恋
に
は
詳
言
を
時
し
、
唯
輪
出
の
増
加
と
共
に
製
締
ヱ
程
が
機

械
化
し
7

=

ュ
7

ア
ク
チ
ユ
ア
化
し
て
、
農
家
を
翠
に
繭
の
生

産
者
化
す
る
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
た
こ
と
、
並
に
次
に
漣
ぺ
る

農
家
の
他
の
副
業
の
衰
頚
と
共
に
、
之
を
補
ふ
た
め
に
養
箆
業

第
四
十
六
巻

六
三
六

第
四
競

l¥ 

が
品
企
々
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
拳
げ
て
置
か
う
。

農
産
物
の
商
品
化
と
併
せ
見
る
べ
き
は
農
村
に
於
け
る
副
業

の
衰
頚
で
あ
る
。
そ
の
最
も
著
し
き
は
綿
業
で
あ
ら
う
。
幕
末

の
開
港
以
来
.
安
慣
に
し
て
良
質
な
る
綿
製
品
の
輸
入
が
行
は

れ
た
が
、
維
新
後
そ
れ
は
征
々
柑
加
し
て
輸
入
口
問
中
に
栢
要
な

る
地
位
生
占
め
た
。
即
ち
左
の
如
く
で
あ
る
。

平
均
年
輸
入
額

年

綿

織

物

類

綿

続

千

円

千

円

明
治
一
応
五
一
一
=
一
、
三
一
一
五
、

2
4

六

l
一
O

豆
、
完
一
一
一
て
八
吾
一

一
一
一
五
五
、
一
ニ
五
六
、
九
八
三
一

一
六
!
こ

O

二
、
主
一
六
、
一
元

一
八
・
完

同
上
純
輸
入
額
中
に
占
む
る
割
合

綿

織

物

類

綿

赫

計

配

m

M

m

一
六
・
ロ
ニ
一
耳
・
均
一
=
=
・
3
4

一
九
・
王
昌
一
回
・
同
九
亘
四
・
ロ
ニ

一
亙
・
昔
一
一
再
]
・
宇
品
豆
一
六
・
五
(
〕

=屯・一七

八・回ん

斯
〈
の
如
き
英
大
友
る
綿
製
口
叩
の
輪
入
は
先
づ
農
家
に
於
け

る
手
納
綿
織
を
慶
迫
し
た
。
明
治
初
年
の
内
外
綿
綜
の
債
格
を

比
較
す
る
に
、
百
斤
に
つ
き

明
竺治
主 I~七
。年

八
年

同一一

回一=・耳目

ミ三恩九
;'1可'=

望完 T

区司 一ー

?円zL
回 T

ニ同十
手手I~ー
冥 8 年

で

る外日
つ産本
て毘綿縮
、"'締締

日
本
高品
綜
古T

外

需
給
に
主q
底
撃す
サ元
し
得
t.r 
iJ注

つ

一元・六六

一元・均一叫

宍
-ノ、
プて

た
こ
と
が
分
る
で
る
ら
う
。
製
織
工
程
は
手
紡
工
程
ほ
ど
念
激

東洋観済新報社「日本貿易精覧」によりて計算す。
土屋脅離・岡崎三郎共著「日本費本主義設建史概設JICl2買J珂ー引。
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ヨ
な
る
打
師
事
を
蒙
ら
友
か
っ
た
こ
と
ミ
思
は
れ
る
が
、
之
亦
輸
入

品
に
よ
り
或
は
都
品
目
地
機
業
の
勃
興
に
よ
っ
て
漸
失
農
家
を
離

れ
て
行
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
〈
泣
い
。

田
山
ふ
に
政
府
が
各
種
新
産
業
の
う
ち
明
治
十
年
以
後
特
に
機

械
紡
績
業
を
保
護
奨
励
し
、
車
に
模
範
工
場
を
設
け
し
の
み
な

ら
や
、
機
枕
又
は
機
焼
代
金
を
民
間
有
志
に
貸
下
げ
た
所
以
は
、

賞
作
綿
締
布
の
輸
入
社
防
治
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。

こ
の
政

策
に
基
き
或
は
縞
業
の
有
利
た
る
事
情
に
基
い
て
、
共
後
紡
績

業
起
り
、
殊
に
二
十
年
前
後
に
は
大
紡
績
曾
枇
が
篠
生
し
た
。

併
し
そ
の
勃
興
が
農
家
の
副
業
た
る
手
紡
手
織
に
針
す
る
強
敵

で
あ
っ
た
賭
に
於
て
は
、
英
大
友
る
綿
製
品
の
稔
入
と
何
ら
兵

る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

農
家
綿
製
品
の
産
額
の
扶
態
に
就
て
は
之
を
詳
か
に
す
る
を

得
た
い
が
、
後
年
日
清
戦
争
頃
に
は
、
農
家
に
於
け
る
手
紡
手

織
が
殆

ε跡
を
絶
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
友
ら
ぱ
、
綿
製
品
の
輪

入
並
に
機
械
紡
績
業
の
勃
興
が
如
何
に
速
か
に
農
家
の
有
力
な

る
副
議
を
奪
っ
た
か
は
、
略
K

推
察
し
得
る
で
る
ら
う
。
要
す

る
に
農
村
に
於
け
る
副
業
的
綿
業
の
衰
頚
過
程
は
、
同
時
に
資

明
治
初
年
の
閣
内
市
場

本
家
的
紡
績
業
に
針
す
る
市
場
の
形
成
過
程
で
る
っ
て
、
そ
れ

は
光
づ
外
園
口
刊
の
総
入
に
よ
っ
て
促
進
せ
ら
れ
、
内
地
紡
繍
業

の
勃
興
に
よ
っ
て
拍
車
を
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

右
の
過
程
は
同
時
陀
農
家
に
於
け
る
棉
作
の
衰
頚
を
促
す
温

程
で
も
あ
っ
た
。
尤
も
之
に
就
て
は
政
府
は
棉
花
の
自
給
を
闘

り
、
或
は
品
種
の
改
良
や
綿
繰
機
械
の
改
善
に
就
て
指
導
を
行

仏
、
或
は
焔
燐
止
ハ
進
品
目
を
晴
催
し
て
(
明
治
士
二
年
)
棉
作
の
改

良
進
歩
を
促
す
紅
ど
の
奨
励
策
そ
採
り
、
曲
-
民
民
人
。
亦
之
に
呼
削
除

せ
る
た
め
噌
棉
花
産
税
は
…
誠
一
年
増
加
し
た
。
附
し
て
明
治
二
十

年
に
は
作
付
反
別
入
高
入
千
町
歩
、
産
額
三
千
九
百
九
十
一
一
高

八
千
斤
に
達
し
た
吟
v

営
時
急
激
に
勃
興
せ
る
紡
績
業
が
支
那

棉
を
多
量
に
使
用
す
る
に
及
び
、
共
後
，
次
第
に
衰
頚
し
て
行
つ

た
の
で
あ
る
。
此
聞
の
事
情
に
つ
き
「
棉
花
-
一
閲
ス
ル
調
査
し
に

は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

『
内
地
紡
績
業
の
愛
蓮
に
伴
ひ
外
棉
の
轍
入
盆

E
加
は
り
、
紡
続

原
料
と
し
で
は
品
質
遺
〈
外
棉
に
及
ば
ざ
る
内
地
綿
花
は
、
一
般
物

債
の
騰
貴
崎
町
貨
の
上
騰
に
比
例
し
て
相
常
な
る
市
債
の
品
騰
を
茶
ナ

能
は
ず
、
殊
に
気
候
如
何
に
依
り
て
甚
し
き
不
作
に
陥
る
こ
と
あ
る

も
、
従
前
外
棉
の
轍
入
無
か
り
し
時
代
に
於
け
る
が
如
く
償
椅
の
上

第
四
千
六
巻

ブロ

ハ
三
七

第
四
蹴

農商務省農務局「棉花=関スル誹j杢」口町。
向上、 87-88頁。
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明
治
初
年
の
圏
内
市
場

騰
に
依

nd
て
牧
穫
の
減
少
を
償
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
に
至
れ
る
が
故

に
、
気
候
の
関
係
阪
に
不
趨
什
川
な
る
内
地
の
棉
作
は
一
府
佐
険
の
度

を
加
ふ
る
こ
と
L

な
り
、
益

L
不
利
な
る
脈
惑
に
陥
札
る
に
反

L
、

人
口
の
噌
殖
・
生
活
枇
態
の
匙
歩
等
に
依
り
、
棉
作
以
外
の
良
作
物

例
へ
ば
甘
藷
・
隣
稲
・
説
楽
類
の
如
き
も
の
込
栽
坊
は
盆
E
有
利
な

る
に
室

ny
し
が
如
き
事
情
よ
り
、
棉
作
を
止
め
て
他
の
農
作
物
を
選

ぶ
も
の
漸
〈
多
〈
、
殊
に
明
治
二
十
年
以
後
に
於
て
は
此
何
向
盤
E

悲
し
〈
』
云
々
。

以
上
の
外
、
明
治
-
初
年
の
輸
入
貿
易
に
於
て
は
砂
糠
が
綿
懇

ロ
凶
に
次
で
軍
要
在
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
が
、
之
亦
内
地
糖
業

に
大
打
撃
を
奥
へ
た
。
即
ち
専
ら
農
家
の
刷
業
た
り
し
讃
岐
の

製
糠
業
は
、
明
治
十
一
・
二
年
を
絶
頂
と
し
て
爾
後
表
類
の
一

路
を
辿
っ
た
d

ま
た
石
油
の
輸
入
が
急
増
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

は
営
時
主
と
し
て
燈
用
に
供
せ
ら
れ
た
か
ら
、
療
用
と
し
て
従

来
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
蝋
及
茶
種
油
の
需
要
を
減
退
せ
し
め
、
従

っ
て
農
家
経
済
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
乙
と
h

推
察
せ
ら

れ
る
。
更
に
西
市
戦
争
後
新
聞
・
雑
誌
の
猿
行
増
加
す
る
と
共

に
、
内
地
の
機
械
製
紙
業
も
民
間
需
要
に
よ
っ
て
発
展
す
る
と

と
k
た
っ
た
が

そ
の
設
展
が
や
が
て
農
家
の
副
業
た
る
製
紙

業
を
表
類
せ
し
む
る
過
程
で
る
っ
た
と
と
も
設
明
を
要
せ
ざ
る

第
四
十
六
巻

プて
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と
と
ろ
で
あ
ら
う
。

副
業
の
衰
頚
に
関
聯
し
て
更
に
遮
ぶ
べ
き
は
、
土
蛾
制
度
の

改
革
に
件
ひ
山
林
に
於
け
る
官
有
・
氏
有
の
匿
別
が
明
か
と
た

り
、
農
民
の
山
林
利
用
範
闘
が
著
し
〈
縮
小
せ
る
と
と
で
る
る

ov

即
ち
醤
幕
時
代
に
於

τは
、
活
干
の
湛
上
冥
加
を
納
め
又
は
無

償
で
用
訴
を
許
苔
れ
て
ゐ
た
首
都
府
有
及
び
簿
有
の
山
林
は
、
腰

帯
世
間
開
後
悉
〈
官
有
林
と
泣
り
、
民
有
の
入
曾
地
も
民
有
4
K

る

の
確
詮
た
き
も
の
は
従
来
の
慣
行
の
如
何
に
拘
ら
中
綿
て
官
有

地
に
編
入
せ
ら
れ
、
而
も
此
等
の
官
有
林
野
に
劃
す
る
用
錠
椿

を
奪
は
れ
た
結
回
端
、
農
民
は
従
来
用
袋
し
て
ゐ
た
林
野
の
相
蛍

大
き
友
部
分
を
牛
ヘ
ム
こ
と
h
怠
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ふ
迄
も
な

く
林
野
は
、
自
給
自
足
的
た
農
家
経
済
が
成
立
し
得
る
た
め
に

は
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
僚
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
農
家
の

使
用
す
る
肥
料
や
家
畜
の
飼
料
は
、
大
部
分
林
野
に
自
生
す
る

草
と
落
葉
と
で
あ
り
、
燃
料
は
樹
木
及
枯
枝
で
あ
り
、
生
産
及

生
活
用
具
の
主
要
部
分
は
木
材
で
る
っ
た
。
此
等
の
資
源
の
ま

要
部
分
を
失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
農
民
は
忽
ち
そ
の
臨
買
者

と
し
て
、
市
援
に
現
は
れ
ざ
る
を
待
歩
、

と
の
艇
よ
り
す
る
も

保岡久明「讃岐の製廃業者搾屋に就いてJ(経済史研究、 f時事，8巻3披〉参1照。
土屋・岡崎共著、前掲、 '99頁以下多照。
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農
家
経
済
の
商
品
経
済
化
が
促
進
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
占
ん
も

農
業
生
産
に
橿
要
な
る
肥
料
は
一
部
分
徳
川
時
代
か
ら
商
品
化

し
て
居
り
、
例
へ
ば
干
鰯
の
如
き
そ
れ
で
る
っ
て
、

ζ

の
結
よ

り
す
れ
ば
林
野
用
益
構
の
廻
失
が
急
建
な
る
市
場
の
形
成
に
役

立
っ
た
と
は
必
や
し
も
判
断
す
る
こ
と
を
得
泣
い
が
、
併
し
明

治
二
十
年
前
後
に
温
燐
酸
肥
料
製
造
業
や
油
槽
の
製
造
を
副
目

崎
と
す
る
機
機
製
油
業
が
拾
っ
た
こ
と
を
湾
へ
る
及
ら
ば
、
右

の
一
時
失
が
農
業
に
於
け
る
料
開
申
的
経
皆
の
進
歩
と
相
侠
っ
て
、

共
柑
一
吋
の
製
油
諜
に
市
揚
b
L
按
供
す
る

K
主
る
地
税
で
あ
っ
た
と

見
る
と
と
は
、
必
や
し
も
不
首
で
は
友
か
ら
う
。

以
上
要
す
る
に
、
主
要
農
産
物
た
る
米
の
生
産
者
に
よ
る
商

品
化
並
に
直
接
間
接
に
農
家
の
生
産
物
刀
あ
る
生
総
及
茶
の
輪

出
の
増
大
は
、
農
家
に
購
買
力
を
保
持
せ
し
む
る
所
以
で
あ
っ

た
。
之
に
針
し
て
副
業
特
に
手
工
的
副
業
の
衰
頚
並
に
林
野
用

相
続
槽
の
喪
失
は
、
農
家
の
自
給
経
済
を
破
壊
し
て
商
品
購
買
者

た
ら
し
む
る
所
以
で
あ
っ
た
。
か
く
て
前
建
の
他
の
諸
事
情
と

相
倹
っ
て
、
農
村
経
済
は
前
時
代
と
は
比
較
に
友
ら
ね
程
度
に

於

τ貨
幣
経
済
・
商
品
経
済
K
捻
込
ま
れ
、
と
の
意
味
に
於
て

明
治
初
年
の
圏
内
市
揚

圏
内
市
場
の
形
成
・
撲
大
が
促
進
せ
ら
れ
た
。
と
の
状
態
が
頴

著
と
な
っ
た
の
は
明
治
二
十
年
前
後
卸
ち
紙
幣
整
理
が
完
了
し

て
財
界
が
安
定
に
蹄
せ
る
時
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
恰
も
我
国
費

本
家
的
産
業
の
勃
興
期
に
相
賞
し
て
ゐ
る
と
と
は
、
興
味
深
き

と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

以
上
、
日
本
資
本
主
義
成
立
期
創
ち
明
治
二
十
年
頃
ま
で
の

図
内
市
場
の
形
成
過
程
を
辺
ぺ
た
。
併
し
乍
ら
之
を
以
て
資
本

家
的
産
業
の
裂
建
に
十
分
な
市
場
的
基
礎
が
出
来
上
っ
た
1
t
見

る
と
と
は
受
賞
で
は
な
い
。
例
へ
ば
間
も
な
く
二
十
三
年
の
恐

慌
に
遭
遇
す
る
や
、
紡
績
業
は
自
己
の
救
消
策
と
し
て
支
那
市

場
の
開
拓
に
努
力
し
・
な
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
ゃ
う
宏
事
情
が

存
す
る
。
印
ち
園
内
市
場
は
徐
程
開
拓
せ
ら
れ
た
と
は
い
へ
、

倫
ほ
狭
隆
志
る
を
突
か
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
若
干

そ
の
事
情
を
遁
べ
よ
う
。

第
一

r
、
地
租
改
正
に
よ
っ
て
米
は
そ
の
生
産
者
に
よ
っ
て

直
接
に
商
品
化
せ
ら
る
L
こ
と
L
な
っ
た
が
、
農
家
の
経
営
規

模
大
友
ら
ざ
る
が
故
に
、
米
の
寅
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
純
牧

第
四
十
六
巻

六
三
九

第
凶
貌

四



明
治
初
年
の
閣
内
市
揚

径
は
多
く
租
税
と
し
て
上
納
せ
ら
れ
、
農
家
は
大
な
る
購
買
力

を
持
ち
相
押
な
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
地
租
の
納
期
は
十
一
月
乃
至

翌
年
の
四
月
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
鰐
米
の
出
迎
り
期
に
相
営

し、

E
つ
交
通
運
輪
機
闘
並
に
金
融
施
設
が
整
っ
て
ゐ
た
か
っ

た
か
ら
、
米
の
費
却
上
農
家
は
常
に
不
利
径
な
地
位
に
置
か
れ
、

此
鮪
よ
り
し
て
も
農
家
の
勝
目
貝
力
は
減
殺
ぜ
ら
れ
た
。
之
に
つ
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『
地
租
白
金
納
に
よ
り
て
政
府
は
共
の
歳
入
を
確
貨
な
ら
し
め
収

入
に
勢
費
を
減
ず
る
等
多
大
の
悦
盆
を
得
た
る
も
、
其
の
反
面
に
於

て
之
を
供
す
る
一
般
闘
民
は
、
従
来
租
殺
と
し
で
直
ち
に
政
府
に
納

付
す
る
こ
と
を
得
た
る
生
産
物
を
、
夏
に
貨
幣
と
交
視
す
る
の
多
大

の
煩
勢
と
危
険
と
を
負
摘
せ
ざ
る
可
か
、
b
さ
る
に
至

p
、
葱
に
新
な

る
一
大
困
難
に
逢
着
し
た
る
な

p
o
運
輸
交
癌
の
機
関
備
は
ら
ず
金

融
の
組
織
未
だ
愛
達
せ
ざ
る
に
償

p
て
、
生
産
者
自
ら
直
ち
に
其
の

生
産
地
に
於
て
其
の
生
産
物
を
頁
却
せ
ん
と
す
る
の
頗
る
困
難
な
る

は
明
か
に
し
て
、
勢
ひ
代
金
の
減
少
を
来
ず
は
克
る
可
か
ら
ず
。
又

牧
穫
後
直
ち
に
来
る
納
税
期
は
逝
常
民
間
貸
借
の
決
済
期
と
相
伴

ひ
、
相
伴
ふ
こ
と
な
き
も
其
の
賓
却
に
蛍
っ
て
甚
だ
し
〈
不
利
な
、
b

ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
米
債
相
官
に
高
き
を
保
た
ぽ
之
或
は
p
b

ぷ
ベ
し
。
一
朝
何
等
か
の
原
凶
に
よ

p
て
共
の
低
落
を
来
さ
ん
か
、

k
F
出
十
六
巻

第
四
競

四

ハ
四

O

其
の
損
害
測
る
べ
か
ら
ざ
る
も
白
あ
り
。
米
債
下
落
の
場
合
に
も
仰

一
定
不
動
の
金
額
を
上
納
す
る
と
と
は
貸
際
に
於
で
租
税
暫
徴
に
等

し
き
結
果
を
生
ピ
、
漸
く
米
納
を
金
納
に
改
め
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
常

時
と
で
其
の
感
殊
に
深
か
る
べ
〈
、
或
は
明
治
目
新
政
府
を
し
て
苛

数
珠
求
の
識
を
受
け
し
め
、
凶
民
怨
嵯
の
府
た
ら
し
む
る
無
き
を
保

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
』

之
れ
に
よ
っ
て
見
ら
る
L
如
〈
、
買
米
安
却
上
の
諸
積
の
不

利
待
た
る
事
情
は
、
米
伎
が
相
品
川
刷
J

向
費
時
に
は
蔽
ひ
隠
さ
れ
寸

ゐ
た
。
西
商
戦
争
後
明
治
十
四
年
に
至
る
イ
シ
フ
レ

I
シ
ヨ
ン

期
に
は
、
米
債
の
暴
騰
に
よ
つ
で
農
家
の
不
利
毎
は
償
は
れ
た

の
み
注
ら
示
、
農
家
は
大
な
る
購
買
資
力
を
獲
得
し
て
前
述
の

如
き
生
活
の
向
上
が
見
ら
れ
た
の
で
る
っ
た
。
併
し
十
四
年
以

後
の
紙
幣
整
理
に
よ
っ
て
、
一
割
に
し
て
米
債
の
崩
落
を
見
る

や
、
不
利
益
た
る
事
情
は
忽
ち
農
家
の
上
に
蔽
び
被
さ
ら
ざ
る

を
得
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

営
時
の
農
家
の
購
買
資
力
に
つ
い
て
マ
イ
エ
ツ
ト
は
『
殆
ど

日
本
図
民
の
字
数
を
占
h
u

る
戸
数
大
約
そ
四
百
高
、
人
口
大
約

そ
二
千
高
の
農
民
の
毎
戸
一
箇
年
の
生
計
費
と
し
て
獲
る
所
卒

均
僅
陀
三
十
闘
乃
至
四
十
園
に
過
ぎ
や
』
と
計
算
し
、
之
に
諸

種
の
副
業
に
よ
っ
て
得
べ
き
も
の
を
加
へ
で
も
『
命
際
線
戸
}
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箇
年
の
生
計
費
に
充
つ
ぺ
き
」
一
牛
均
摘
は
、
小
作
人
は
四
十
四
国

乃
至
六
十
二
国
、
負
債
あ
る
自
作
人
は
五
十
四
国
乃
至
五
十
九

聞
に
過
ぎ
や
』
と
述
べ
て
ゐ
る
。

第
二
は
農
村
に
於
け
る
無
産
の
持
働
者
遺
出
と
い
ふ
意
味
で

の
階
級
分
化
が
、
徐
K

に
し
か
行
は
れ
左
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。

之
は
作
物
・
耕
作
技
術
・
地
勢
な

E
に
特
殊
性
を
有
つ
我
岡
農

業
経
替
白
悼
の
規
模
の
小
た
る
と
と
ろ
に
基
く
も
の
で
あ
っ

て
・
縫
っ
て
費
本
主
義
経
済
の
成
立
期
の
み
に
特
有
の
事
柄
で

は
な
い
が
、
併
し
そ
の
成
立
期
に
於
て
は
.
未
だ
担
村
無
市
開
者

を
吸
牧
す
る
に
足
る
べ
き
十
八
刀
た
る
機
械
産
業
が
後
遺
し
て
ゐ

そ
の
欣
態
は
特
に
著
し
か
っ
た
9

前
述
の
イ

-
な
か
っ
た
か
ら
、

ン
フ
レ
l
シ
ヨ
ン
期
に
於
て
は
、
長
円
余
牧
径
の
徐
利
は
、

部

は
生
活
の
向
上
に
向
け
ら
れ
、

一
部
は
金
融
業
共
他
の
都
市
的

産
業
に
向
け
ら
れ
た
が
、
他
の
一
部
は
所
有
耕
地
の
繍
張
に
向

け
ら
れ
た
。
而
し
て
土
地
の
購
入
は
更
に
借
金
に
よ
つ
で
も
行

は
れ
売
の
で
あ
っ
て
、
貫
に
営
時
の
耕
地
獲
得
熱
は
蹴
る
盛
ん

で
あ
っ
た
。
併
し
か
L

る
事
情
の
故
に
、

一
朝
に
し
て
デ
フ
レ

I
U
ヨ
ン
期
に
入
り
農
村
に
不
況
が
襲
来
す
る
や
、
士
地
の
粂

併
集
中
が
大
規
模
に
行
は
れ
、
一
方
に
は
大
地
主
が
増
加
す
る

明
治
初
年
の
闘
内
市
場

と
共
に
、
他
方
に
は
無
産
の
農
民
が
激
増
し
た
。
併
し
乍
ら
大

地
主
へ
の
土
地
の
集
中
は
決
し
て
農
業
に
於
け
る
資
本
家
的
経

替
の
設
建
を
意
味
せ
や
、
且
つ
上
湛
の
如
〈
資
本
家
的
産
業
の

未
後
遺
の
故
に
、
無
産
の
農
民
は
多
〈
小
作
農
家
と
し
て
農
村

に
蹴
践
し
た
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
た
く
賃
借
狩
働
者
は
生
活
資
料
・
生
産
手
段
を
共

に
有
せ
ざ
る
代
り
に
、
得
た
る
労
賃
を
資
本
家
的
商
品
の
購
買

に
充
て
る
が
‘
小
作
人
は
或
る
税
肢
の
生
同
町
手
段
'
f
一
生
日
的
資
料

と
を
有
し
、
而
も
我
図
の
小
作
人
は
多
〈
の
刷
業
を
山
首
む
が
故

に
、
貨
幣
波
利
付
月
草
が
少
空
↑
と
と
a
h

相
侠
っ
て
、
そ
の
麟
民
力
は

頗
る
小
さ
い
。
か
く
て
明
治
一
初
年
に
於
け
る
図
内
市
揚
の
形
成

績
大
は
こ
の
瓢
よ
り
し
て
も
阻
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五

以
上
要
す
る
に
維
新
後
租
税
制
度
の
務
革
・
手
工
的
副
業
の

哀
類
共
他
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
資
本
化
的
商
品
に
針
ず
る
園

内
市
場
の
褒
農
が
促
が
さ
れ
た
。
而
も
そ
の
欺
態
は
徳
川
時
代

と
は
比
較
に
た
ら
お
稜
で
あ
っ
た
が
、
他
方
に
は
農
村
に
於
け

る
購
買
力
の
夜
遣
を
阻
止
す
る
が
如
き
事
情
が
存
し
た
。
勿
論

之
に
よ
っ
て
図
内
市
揚
の
設
誌
が
全
然
阻
止
せ
ら
れ
た
の
で
友

第
四
十
六
巻
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明
治
初
年
白
園
内
市
場

い
と
と
は
、
徳
川
時
代
に
静
止
的
で
あ
っ
た
人
口
が
維
新
後
増

加
の
趨
勢
を
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
併
し
乍

ら
農
村
に
於
て
資
本
家
的
商
口
聞
を
購
買
す
る
徐
力
が
生
じ
.
生

市
が
向
上
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
養
質
業
・
茶
栽
培
業
・
説

茶
裁
培
業
等
の
稜
漫
に
負
ふ
と
と
ろ
が
多
が
っ
た
と
考
へ
ら
れ

る
。
事
費
営
時
の
農
家
は
此
等
の
刷
業
に
力
を
傾
け
た
の
守
あ

っ
て
、
相
作
の
代
り
に
誠
楽
の
栽
均
が
恕
ば
れ
た
事
情
は
前
掲

の
「
棉
花
-
一
闘
ス
ル
調
交
」
の
記
事
に
上
っ
て
之
を
窺
ふ
乙
と
が

閃
来
る
。
ま
た
農
家
が
本
業
の
み
を
以
て
は
生
活
を
維
持
す
る

に
足
ら
や
.
必
や
や
副
業
を
皆
ま
ぎ
る
を
得
友
か
っ
た
事
情
は
.

7

イ
エ
ツ
ト
が
詳
細
に
指
摘
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
明
治
初
年
に
於
て
は
関
内
市
場
の
形
成
が
促
さ

れ
た
が
、
そ
の
護
遠
を
阻
止
す
る
事
情
も
存
せ
し
が
故
に
、
資

本
家
的
生
産
の
褒
逮
に
昨
陣
中
る
た
め
に
は
向
ほ
狭
院
た
る
を
発

か
れ
な
か
っ
た
。
之
を
補
ふ
も
の
と
し
て
海
外
市
場
が
着
目
せ

ら
れ
た
の
は
営
然
で
る
っ
て
、
そ
の
開
拓
の
努
力
は
明
治
二
十

年
以
前
に
於
で
も
た
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
愈
K

本
格
的
と

友
っ
た
の
は
、
資
本
家
的
産
業
が
急
速
に
褒
逮
せ
る
二
十
年
以

後
の
こ
と
で
あ
る
。
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